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社会教育法（抜粋） 大野市社会教育委員条例 大野市社会教育委員の会議等に関する規則

第１章 総則

（この法律の目的）

第１条 この法律は、教育基本法 （平成十八年法律第百二十号）の精

神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかに

することを目的とする。

（社会教育の定義）

第２条 この法律において「社会教育」とは、学校教育法（昭和二十

二年法律第二十六号）又は就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）に

基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として

青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動（体育及びレク

リエーシヨンの活動を含む。）をいう。

第４章 社会教育委員

（社会教育委員の設置）

第１５条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。

２ 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。

（社会教育委員の職務）

第１７条 社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するた

め、次の職務を行う。

一 社会教育に関する諸計画を立案すること。

二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対

して、意見を述べること。

三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

２ 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意

見を述べることができる。

３ 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受

けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、

社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることがで

きる。

（社会教育委員の委嘱の基準等）

第１８条 社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育

委員に関し必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。この

場合において、社会教育委員の委嘱の基準については、文部科学省

令で定める基準を参酌するものとする。

（設置）

第１条 社会教育法第１５条第１項の規定

に基づき、大野市社会教育委員（以下「委

員」という。）を置く。

（構成）

第２条 委員は、学校教育及び社会教育の関

係者、家庭教育の向上に資する活動を行う

者並びに学識経験のある者の中から、教育

委員会が委嘱する。

（定数及び任期）

第３条 委員の定数は、９人以内とし、その

任期は、２年とする。ただし、委員が欠け

た場合の補欠委員の任期は、前任者の残任

期間とする。

（会議）

第４条 委員の会議は、教育長が招集する。

（規則への委任）

第５条 この条例の施行について必要な事

項は、教育委員会の規則で定める。

（趣旨）

第１条 この規則は、大野市社会教育委員

条例第５条の規定に基づき、社会教育委

員（以下「委員」という。）の会議運営に

関し必要な事項を定めるものとする。

（委員長及び副委員長）

第２条 委員の会議（以下「会議」という。）

に委員長及び副委員長各１名を置き、委

員の互選による。

２ 委員長及び副委員長の任期は、在任期

間とする。

３ 委員長は、会議の議長となる。

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長

に事故があるときは、その職務を代理す

る。

（会議の招集）

第３条 会議は、教育長が必要と認めたと

き、又は委員の半数以上の者から要求が

あったとき召集する。

（会議の方法）

第４条 会議は、委員の半数以上が出席し

なければ開くことができない。

２ 会議の議事は、出席委員の過半数で決

する。ただし、可否同数のときは、議長

の決するところによる。

３ 委員長は、会議の重要事項については、

教育長を経て教育委員会に報告するもの

とする。

（委任）

第５条 この規則に定めるもののほか、必

要な事項は、委員の会議で定める。


